
独立行政法人航空大学校法人文書の開示の実施の方法に関する定め

制定 平成１４年９月２４日 空大総 第１７７号

改訂 平成１８年３月３０日 空大総 第１９９号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）に

規定する独立行政法人航空大学校（以下「大学校」という。）の法人文書開示の実施の方

法に関して次のように定める。

第１条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるも

のを閲覧することとする。

一 文書又は図画（次号から第四号まで又は第４項に該当するものを除く。）

当該文書又は図画（法第１５条第１項ただし書の規定が適用される場合にあって

は、次項第一号に定めるもの）

二 マイクロフィルム

当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い

場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」

という。）以下の大きさの用紙に印刷したもの

三 写真フィルム

当該写真フィルムを印画紙（縦８９ミリメートル、横１２７ミリメートルのもの

又は縦２０３ミリメートル、横２５４ミリメートルのものに限る。以下同じ。）に印

画したもの

四 スライド（第五項に規定する場合におけるものを除く。次項第四号において同じ。）

当該スライドを専用機器により映写したもの

第２条 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定

める方法とする。

一 文書又は図画（次号から第四号まで又は第４項に該当するものを除く。）

イ 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格Ａ列３番（以下「Ａ３判」

という。）以下の大きさの用紙に複写したものの交付。ただし、これにより難

い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりＡ１判若しくは日

本工業規格Ａ列２番（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したものの交付

又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

の交付

ロ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

ハ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキ

シブルディスクカートリッジ（日本工業規格Ｘ六二二三に適合する幅九十ミ

リメートルのものに限る。以下同じ。）又は光ディスク（日本工業規格Ｘ〇六

〇六及びＸ六二八一又はＸ六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光

ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第三号ホにお

いて同じ。）複写たものの交付

二 マイクロフィルム

当該マイクロフィルムを日本工業規格Ａ列４番（以下「Ａ４判」という。）の

用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、

Ａ２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付



三 写真フィルム

当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

四 スライド

当該スライドを印画紙に印画したものの交付

第３条 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第１４条第１項の政令で定める方法

は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

一 録音テープ（第五項に規定する場合におけるものを除く。以下この号におい

て同じ。）又は録音ディスク

次に掲げる方法

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ（日本工業規格Ｃ

５５６８に適合する記録時間１２０分のものに限る。別表第一の五の項ロに

おいて同じ。）に複写したものの交付

二 ビデオテープ又はビデオディスク

次に掲げる方法

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視

聴

ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ（日本工業

規格Ｃ５５８１に適合する記録時間１２０分のものに限る。以下同じ。）に複

写したものの交付

三 電磁的記録（前二号、次号又は次項に該当するものを除く。）

次に掲げる方法であって、法人がその保有するプログラムにより行うことが

できるもの

イ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

ロ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供する

ために備え付けられているものに限る。別表第一の七の項ロにおいて同じ。）

により再生したものの閲覧又は視聴

ハ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力したものの交付（ニに

掲げる方法に該当するものを除く。）

ニ 当該電磁的記録をＡ３版以下の大きさ用紙にカラーで出力したものの交付

ホ 当該電磁的記録をフレキシブルカートリッジ又は光ディスクに複写したも

の交付

四 電磁的記録（前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができ

ない特性を有するものに限る。）次に掲げる方法であって、法人がその保有する

処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

イ 前号イからハまでに掲げる方法

ロ 当該電磁的記録を幅１２．７ミリメートルのオープンリールテープ（日本

工業規格Ｘ６１０３、Ｘ６１０４又はＸ６１０５に適合する長さ７３１．５

２メートルのものに限る。別表第一の七の項チにおいて同じ。）に複写したも

のの交付

ハ 当該電磁的記録を幅１２．７ミリメートルの磁気テープカートリッジ（日

本工業規格Ｘ６１２３、Ｘ６１３２若しくはＸ６１３５又は国際標準化機構

及び国際電気標準会議の規格（以下「国際規格」という。）１４８３３、１５

８９５若しくは１５３０７に適合するものに限る。別表第一の七の項リにお

いて同じ。）に複写したものの交付

ニ 当該電磁的記録を幅８ミリメートルの磁気テープカートリッジ（日本工業

規格Ｘ６１４１若しくはＸ６１４２又は国際規格１５７５７に適合するもの



に限る。別表第一の七の項ヌにおいて同じ。）に複写したものの交付

ホ 当該電磁的記録を幅３．８１ミリメートルの磁気テープカートリッジ（日

本工業規格Ｘ６１２７、Ｘ６１２９、Ｘ６１３０又はＸ６１３７に適合する

ものに限る。別表第一の七の項ルにおいて同じ。）に複写したものの交付

第４条 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

一 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

二 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

第５条 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に

視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

一 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

二 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの

交付

別表第一

法人文書の種別 開示の実施の方法

一 文書又は図画（二の項から イ 閲覧

四の項まで又は八の項に該当

するものを除く。） ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したも

のの閲覧

ハ 複写機により複写したものの交付

ニ 複写機により用紙にカラ－で複写したものの

交付

ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したも

のの交付

へ スキャナにより読みとってできた電磁的記録

をＦＤに複写したものの交付

ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

をＣＤ－Ｒに複写したものの交付

チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

をＤＶＤ－Ｒに複写したものの交付

二 マイクロフィルム イ 用紙に印刷したものの閲覧

ロ 専用機器により映写したものの閲覧

ハ 用紙に印刷したものの交付

三 写真フィルム イ 印画紙に印画したものの閲覧

ロ 印画紙に印画したものの交付



四 スライド（九の項に該当す イ 専用機器により映写したものの閲覧

るものを除く。）

ロ 印画紙に印画したものの交付

五 録音テープ（九の項に該当 イ 専用機器により再生したものの聴取

するものを除く。）又は録音デ

ィスク ロ 録音カセットテープに複写したものの交付

六 ビデオテープ又はビデオデ イ 専用機器により再生したものの視聴

ィスク

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

七 電磁的記録（五の項、六の イ 用紙に出力したものの閲覧

項又は八の項に該当するもの

を除く。） ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

ハ 用紙に出力したものの交付

ニ 用紙にカラーで出力したものの交付

ホ ＦＤに複写したものの交付

ヘ ＣＤ－Ｒに複写したものの交付

ト ＤＶＤ－Ｒに複写したものの交付

チ 幅１２．７ミリメートルのオープンリールテ

ープに複写したものの交付

リ 幅１２．７ミリメートルの磁気テープカート

リッジに複写したものの交付

ヌ 幅８ミリメートルの磁気テープカートリッジ

に複写したものの交付

ル 幅３．８１ミリメートルの磁気テープカート

リッジに複写したものの交付

八 映画フィルム イ 専用機器により映写したものの視聴

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

九 スライド及び録音テープ（第 イ 専用機器により再生したものの視聴

九条第五項に規定する場合に

おけるものに限る。） ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

備考 一の項ハ、二の項ハ又は七の項ハの場合において、両面印刷の用紙を用いる

ときは、片面を一枚として額を算定する。


